
 

令和５年度第１回本庄市総合教育会議 次第 

 
   日 時：令和５年７月２７日（木） 

   午前９時３０分～       
     場 所：本庄市役所 職員厚生室  

 
 
 
１．開  会  
 
 
２．市長挨拶  
 
 
３．教育長挨拶  
 

 

４．議  題 

 

（１）「学ぼう舎」について（意見交換）      資料１  

 

 

 

 

 

（２）児童虐待防止対策に係る学校と市との連携強化について 

（意見交換）                         

   資料２  

                       参考資料１ 

  参考資料２  

 

 
 
 
５．そ の 他 

 

 

６．閉  会  
 
 
 
 
                                                                 
【配布資料】  
資料 1：小学生学習支援事業「学ぼう舎」について  
資料 2：児童虐待防止対策に係る学校と市との連携強化について  
参考資料 1：学校・教育委員会等向け 虐待対応の手引き（令和２年６月改訂版）   

参考資料 2：学校等における児童虐待防止に向けた取組の推進について（通知）  
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小学生学習支援事業「学ぼう舎」について（生涯学習課） 

 

この事業は、本庄市立小学校に就学している児童に公民館等の安全な居場所を設け、自主学

習、体験学習、又は文化活動の機会を提供することで、児童の自主性及び創造性を育むことを目

的としています。また、異なる年齢の児童や地域住民との交流により児童の社会性を形成し、地域

とのつながりを築くことも目的としています。 

また、国及び埼玉県では放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりや、子ど

もたちにとって有意義な土曜日となる活動を推進するため、地域の方々の参画を得て、子どもたち

に学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的、継続的に提供する「放課後子供教室推進事業」

を推進し、市町村が実施する「放課後子供教室」を支援しています。 

 本事業は、この埼玉県放課後子供教室推進事業補助金を活用し事業を実施しています。 

 

１．活動状況 

小学生学習支援事業、通称「学ぼう舎」は、令和２年度に本庄市内の４つの地区公民館と本庄

東中学校の５か所を会場として開始しました。令和３年度からは１カ所会場を増やし、原則夏休

み・冬休みを除いた月２回、隔週の土曜日の午前９時15分から11時30分に開催しています。 

地域の協力者が、「みんなの師匠」という支援者となって各会場に配置され、学習内容の検討・

実施、児童の支援及び指導、安全管理を行っています。宿題やドリル、各会場で用意した教材を

使用しての自主学習の支援、自然体験、ものづくり、レクリエーション等の体験活動など、学校や

家庭では経験できない学びを創意工夫しながら提供しています。 

 

 

資料１ 
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【「はじまりの時間」（朝礼）】 【自主学習の支援】 

  
【英語の歌あそび】 【スポーツレクリエーション】 

  
【福祉体験教室】 【木工教室の作品例】 

・学ぼう舎実施回数                                  （単位：回） 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度(予定) 

本 庄 西 公 民 館 10 11 14 15 

本 庄 南 公 民 館  12 14 14 

北 泉 公 民 館 11 11 14 14 

児 玉 中 央 公 民 館 11    

児 玉 公 民 館  12 14 14 

共 和 公 民 館 11 12 14 15 

本 庄 東 中 学 校 10 13 14 14 

合 計 53 71 84 86 

・みんなの師匠登録者数                                                   （単位：人） 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度※ 

本 庄 西 公 民 館 5 6 6 7 

本 庄 南 公 民 館  5 5 6 

北 泉 公 民 館 6 6 5 6 

児 玉 中 央 公 民 館 5    

児 玉 公 民 館  4 6 7 

共 和 公 民 館 3 3 2 3 

本 庄 東 中 学 校 6 9 9 10 

フリー 4    

合 計 29 33 33 39 

※令和５年６月時点 

[注釈]本庄南公民館は、令和３年度から会場となりました。（会場の増設） 
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２．対象児童の募集と選考 

対象児童は、市内小学校に在籍する小学１～６年生です。毎年度、４月～５月頃に参加者の

募集を行い、児童の保護者が申込みをし、当該年度の間、学ぼう舎に参加できることとしていま

す。各会場には児童の安全の観点から定員を設け、申込人数が会場の定員を超えた場合、その

会場の参加者は抽選により選考しています。 

 

・学ぼう舎の登録者数、延べ参加者数                                          （単位：人） 

会          場 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 

登録者 延参加者 登録者 延参加者 登録者 延参加者 

本庄西公民館 11 95 12 112 13 154 

本庄南公民館     7 61 13 140 

北 泉 公 民 館 9 89 9 72 13 143 

児玉中央公民館 7 68         

児 玉 公 民 館     15 147 16 119 

共 和 公 民 館 12 103 16 139 9 85 

本庄東中学校 11 90 20 195 23 251 

合 計 50 445 79 726 87 892 

  

[注釈]令和２年度～令和４年度は定員超過がなかったため申込者数＝登録者数でした。 

 

・令和５年度申込状況                                                   （単位：人） 

会 場 申込者 リピーター 新規 定員 申込の定員比 登録者※１ 

本庄西公民館 16 9 7 16 ±0 16 

本庄南公民館 13 9 4 15 -2 13 

北 泉 公 民 館 29 9 20 18 +11 18 

児 玉 公 民 館 23 10 13 16 +7 16 

共 和 公 民 館 9 5 4 15 -6    11※２ 

本庄東中学校 23 17 6 25 -2 23 

合 計 113 59 54 105 +8 97 

  

※１…令和５年６月時点 

※２…申込者＜登録者の理由：定員超過の会場で抽選から外れた児童のうち、希望会場を変更する児童がいたた

め。 

[注釈]令和５年度に定員を超過した会場は抽選を行い、落選した児童は希望会場以外で定員に達していない

会場での参加を案内しました。 

 [注釈]令和５年度の申込者と登録者の差は16名ですが、内訳は参加を希望したが参加できなかった児童（落

選者のうちキャンセル待ちを選択または申込取下げ）が13名、希望会場に参加できることになったもの

の都合でキャンセルした児童（令和５年６月時点）が３名です。 
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３．活動の成果 

毎年度、多くの児童が参加し、保護者からも好評を得ています。令和４年度の保護者アンケー

トでは、「お子さんを参加させていかがでしたか」という設問に対し、「とても良かった」「良かった」

の回答が合わせて100％の結果になりました。リピーターも多く、令和５年度には２会場で定員を

超える参加申込みがありました。 

学ぼう舎は、地域や家庭等がパートナーとして互いに連携・協働し、地域全体で児童の学び

や成長を見守り、支える場となっています。その活動は、児童の自主的に学習し続ける姿勢を育

んでおり、また、地域住民と交流することで地域への愛着を形成し、将来、本市を担う人材の育

成が図られることが期待されます。 

 

・令和４年度 学ぼう舎 保護者アンケート 集計結果 

【アンケート概要】 

１．対 象 者：令和4年度学ぼう舎 参加児童の保護者 

２．配布方法：郵送（令和5年1月31日付） 

３．回収方法：令和5年2月中の学ぼう舎実施日に回収 

４．送 付 数：70件 

５．回 収 数：54件 

６．回 収 率：77.14% 

【アンケート集計結果】 

１．お子さんを参加させていかがでしたか（１つに○） 

とても良かった 48 88.89% 

良かった 6 11.11% 

あまり良くなかった 0 0.00% 

良くなかった 0 0.00% 

無回答 0 0.00% 

計 54 100.00% 

 

２．実施日程についてどう思われますか（１つに○）※土曜日の午前９時15分～11時30分に実施 

このままで良い 50 92.59% 

他の日程が良い 4 7.41% 

無回答 0 0.00% 

計 54 100.00% 

 

３．実施頻度についてどう思われますか（１つに○）※令和４年度は原則月２回実施 

もっと多い方が良い 13 24.07% 

ちょうど良い 40 74.07% 

もっと少ない方が良い 1 1.85% 

無回答 0 0.00% 

計 54 100.00% 
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４．参加させて良かったと思うことは何ですか（複数回答可） 

家庭・学校等とは異なる子どもの居場所ができたこと 40 22.60% 

文化芸術・スポーツ活動等の体験学習によって、様々な経験ができたこと 35 19.77% 

宿題等、自主学習への支援を受けられたこと 33 18.64% 

他学級・校や異学年の児童との交流ができたこと 32 18.08% 

みんなの師匠や地域の方との交流が出来たこと 33 18.64% 

特にない 0 0.00% 

その他 3 1.69% 

無回答 1 0.56% 

計 177 100.00% 

 

５．改善してほしいと思う点はありますか（複数回答可） 

文化芸術・スポーツ活動等の体験学習を更に充実させてほしい 22 30.56% 

宿題等、自主学習への支援を更に充実させてほしい 6 8.33% 

参加児童同士の交流を重視してほしい 6 8.33% 

地域コミュニティとの交流を重視してほしい 6 8.33% 

みんなの師匠の対応を改善してほしい 1 1.39% 

特にない 23 31.94% 

その他 5 6.94% 

無回答 3 4.17% 

計 72 100.00% 

 

４．今後について 

年々、申込者が増えており、令和５年度は希望の会場で参加することが出来なかった児童が

いる状況となりました。今後は、希望する全ての児童が学ぼう舎の活動に参加できるよう、児童に

とっての通いやすさや、児童１人１人に支援者の目が届き、伸び伸びと活動できる環境であること

等を考慮しながら、実施会場や定員、みんなの師匠の所属人数を再検討し、事業を拡充していく

必要があります。 
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児童虐待防止対策に係る学校と市との連携強化について 

 

１．現状 

 

 現在、「『児童虐待防止対策強化に向けた緊急総合対策』の更なる徹底・強化について」（平

成 31年２月８日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）、「児童虐待防止対策の抜本的強

化について」（平成 31年３月 19 日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）を踏まえ、作

成された「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（以下「手引き」）を基に、虐待の早

期発見・早期対応に務められているとともに、市や児童相談所等への通告や情報提供を行っ

ていただくことになっています。 

 実際、日頃から各学校の管理職を中心に、各学校教諭の皆様と児童の綿密な情報共有にご

協力いただいています。 

 

２．課題 

 

 令和３年度全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数の総数は 207,660 件、学校

からの通告は 14,944 件の全体の約 7.20%となっています。本市では、令和４年度の新規虐

待相談件数 54件に対して学校等からの通告は４件で、約 7.41％となっていて、ほぼ全国と

同様の割合となっています。 

 一方、本市の事例から市と学校・教育委員会の連携強化の必要性を再確認することで、更

なる虐待防止が図られると考えています。 

 児童虐待防止法によって学校や教職員に求められている主な役割は、以下の４点となっ

ています。 

 

 ①虐待の早期発見に努めること（努力義務） 

 ②虐待を受けたと思われる子供について、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所等へ通

告すること（義務） 

 ③虐待の予防・防止や虐待を受けた子供の保護・自立支援に関し、関係機関への協力を行

うこと（努力義務） 

 ④虐待防止のための子供等への教育に努めること（努力義務） 

 

 また、教育委員会等設置者の主な役割は、「学校等における児童虐待防止に向けた取組の

推進について」（平成 18年６月５日初等中等教育局児童生徒課長通知）で、以下の５点とな

っています。 

 

 ①関係機関との連携の強化等のための体制整備 

 ②研修の充実 

 ③相談体制の充実、広報、啓発活動 

 ④虐待予防等に関する調査研究、検証 

 ⑤虐待を受けた幼児児童生徒に対する必要な措置 

資料２ 
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 虐待の有無を調査・確認したりその解決に向けた対応方針の検討を行ったり、保護者に指

導・支援したりするのは権限と専門性を有する児童相談所や市ですので、速やかな通告や情

報提供を行うことが必要です。 

 

 以下に本市の事例を紹介します。 

  

 

 

 事  例 対  応 

１ 児童生徒の保護者とは連絡が取れ、欠

席確認はできているが、児童を１年以

上目視できていない。 

 

安全確認は児童生徒の目視によって行いま

す。保護者にその旨を伝え、それでも会えな

い状況があれば、学校教育課と子育て支援課

へ一報を入れます。 

２ 痣傷を発見したが、具体的な記録を残

さず市に連絡が入る。 

また、保護者への対応時には「学校から

連絡があったと話しをしないでほし

い。」と要望される。 

 

児童からいつ・どこで・どんな状況で痣傷を

負ったか、痣傷の大きさや色（できれば写真

撮影）等の記録を残します。通告元は匿名で

対応しますが、保護者から通告元が学校であ

ると特定され、責められる可能性があります

ので、学校は通告したことは伝えず、管理職

が毅然と対応します。 

３ 通告で重篤な事案（重症な痣傷・保護者

からの暴力の訴え）が、日が経ってから

報告を受けることがある。 

明らかな外傷や虐待の訴えがあった場合は、

躊躇わず児童相談所や市へ連絡を入れます。

（休日や夜間緊急と判断した場合は「189」

（児童相談所全国共通ダイヤル）や警察へ通

報します。） 

専門的な対応（性的なもの）や一時保護が必

要な場合、児童相談所が対応します。 

４ 不登校児童に対し、登校を促すことを

諦めてアプローチを行っていない。 

不登校の原因には、家庭の養育能力等の低さ

もあり、親が積極的に相談に来られない家庭

こそ支援が必要な場合が多く、地域で家庭を

支えるチームとして何ができるか関係機関

との情報共有で対応します。 

５ 市等から児童への虐待情報の提供後

に、学校から市へ児童の情報を定期的

に提供していただいた。 

その家庭に変化があった時、早急に児童や保

護者と面談を行うなどの対応ができました。 

６ 児童の母親の生活環境（入院）が変化し

た情報を市に早急に連絡していただい

た。 

ひとり親のため、即座に訪問し児童が適切な

場所で居住できるよう即時の調整が行え、児

童の安全な生活の確保ができました。 
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３．学校・教育委員会へのお願い 

 

 本市で発生した５歳児死亡事例を受け、子育て支援課では要保護児童対策地域協議会実

務者会議の運営回数の増や虐待記録の様式変更を行い、より関係機関との協議・情報共有が

図れ、児童の安全確認が確実に行えるよう取り組んでいます。 

 

 

そこで、以下の３点について学校・教育委員会へお願いします。 

 

①虐待の疑いの段階からの早期の通告（手引き「虐待リスクのチェックリスト」の活用） 

②痣傷等の具体的な記録（手引き「虐待と思われる事案の記録」（様式１）の活用） 

③要保護児童対策地域協議会会議で取り扱った児童の情報を会議構成員である学校教育

課より対象児童のいる各学校へ資料配付 

 

児童相談所や市による安全確認や援助方針の協議の結果、虐待の程度が比較的軽微な場

合、児童相談所による一時保護がされず、在宅での支援がとられることがほとんどだと言わ

れています。 

その場合、学校は当該児童生徒が普段と変わったことがないか、注意深く見守っていくと

ともに、児童生徒の様子で不自然な点があれば、児童相談所や市に相談するようお願いしま

す。 

 

 

～ 参考資料 ～ 

 

○学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き（令和２年６月改訂版） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm 

 

○学校等における児童虐待防止に向けた取組の推進について（平成 18年６月５日文部科学

省初等中等教育局児童生徒課長通知） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/051.htm 

＊要保護児童対策地域協議会とは、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下

「法」という。）第 25 条の２の規定により、要保護児童（法第６条の３第８項で

定める児童をいう。以下同じ。）の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及び

その家族又は要支援児童（同条第５項に規定する要支援児童をいう。以下同

じ。）若しくは特定妊婦（同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。）への適切

な支援を図るために設置している。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/051.htm
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